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「平泉の文化遺産」普及啓発事業 企画コンペ仕様書 
 

次の内容を盛り込んだ企画提案書（様式任意）を提出すること。 

１ 共通  

記 載 事 項 基本事項等 

(1)コンペ参加

業者名 

 

(2)共通コンセ

プト 

○ 岩手県内及び仙台市を中心とする住民を主な対象として、平成20年

の世界遺産登録に向けた機運の醸成を図るとともに、「平泉の文化遺

産」の価値及び保存管理の重要性について理解を深める内容とするこ

と。 

 

(3)制作経費案 ○ シンポジウム、登録推進キャンペーン等の事業毎に区分し、それぞ

れの内訳経費を記載すること。（税込で委託予定額１１，９３７千円の

範囲内とすること。） 

【留意事項】 ★ 企画提案書は、Ａ４判で作成し、可能な限り具体的に記載すること。 

★ 企画提案書は、全部で７部提出すること。 

★ 事業実施に当たっては、記事、写真、イラスト等の使用について、

文化財の所有者（又は管理者）から使用承諾を得ること。 

★ コンペで選定された後に、提案された企画案の実現が著しく困難と

なった場合、又は企画を大幅に変更せざるを得ない場合は、選定を取

り消すことがあること。 

 

２ シンポジウムの開催  

z 基本構成は、基調講演、パネルディスカッションとするが、独自提案も認める。 

z 開催地は原則として盛岡市及び仙台市とするが、集客が見込める場合は周辺地域での

開催も認める。 

z 集客目標はそれぞれ800人とする。 

z 入場料は無料とする。 

記 載 事 項 基本事項等 

(1)タ イ ト ル

（案） 

○ 世界遺産登録に向けて盛り上がりを促すもので、インパクトのある

ものにすること。 

(2)コンセプト 

（簡潔に） 

○ 共通コンセプトに沿ったものとすること。 

(3)開催時期、開

催場所（予定） 

○ 開催時期及び会場 

 

(4)構成企画案 ○ 会場ごとの時間配分と内容を記載すること。 

○ 基調講演は、「講師名」、「演題」を、パネルディスカッションは、「テ

ーマ」、「コーディネーター・パネラー名」を記載すること。 

○ その他独自の提案も認める。 

(5)集客対策 ○ 具体的に記載すること。 
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記 載 事 項 基本事項等 

(6)その他特記

事項 

○ 盛岡市で開催する場合は、より保存管理に重点を置いた内容とする

こと。 

○ パネラーについては、「平泉の文化遺産」について精通している者を

１名以上選定すること。 

○ パワーポイントを利用したプレゼンテーションや、ビデオ・ＤＶＤ

等の上映ができること。 

○ 過去にシンポジウムを実施した実績がある場合には、代表的な事例

を記載すること。 

 

 

３ 登録推進キャンペーン  

z 仙台市及びその周辺地域の住民、観光客等に対して、「平泉の文化遺産」が平成 20年

の世界遺産登録を目指していること、「平泉の文化遺産」の価値・評価等について広く周

知する内容とすること。 

z 実施時期は、７月下旬から８月中旬までの期間で７日間以上とすること。 

記 載 事 項 基本事項等 

(1)タ イ ト ル

（案） 

○ 世界遺産登録に向けて盛り上がりを促すもので、インパクトのある

ものにすること。 

(2)コンセプト 

（簡潔に） 

○ 共通コンセプトに沿ったものとすること。 

(3)開催時期、開

催方法（予定） 

○ 開催時期及び開催方法を記載すること。 

○ 事業実施に当たっては、天候等に左右されることなく実施できるよ

う配慮すること。 

 

(4)構成企画案 ○ 自由な発想で、より多くの方々が「平泉の文化遺産」に注目する内

容とすること。 

(5)事業効果 ○ 具体的に記載すること。 

 

(6)その他特記

事項 

○ 過去に同種の事業を実施した実績がある場合には、代表的な事例を

記載すること 

 

４ イコモス現地調査対応 

z 調査員の国内交通費、宿泊施設等の手配、レセプション運営、通訳等を行う。なお、

調査員は１名を予定している。 

z 実施時期は、平成19年９月下旬から10月上旬（４泊５日） 

※ 事業内容等については、イコモスから派遣される調査員、文化庁、関係市町と協議

の上決定されることから、事業実施に当たっては内容を変更することもある。 

記 載 事 項 基本事項等 

(1)通訳 ○ 調査時の通訳は別に県が手配するが、調査時においても同行するほ

か、調査員の送迎、レセプションなど、平泉での滞在全般をサポートす

る通訳を手配すること。 

○ 言語は、調査員が日常使用している言語とする。（中国語又は韓国語

を想定） 
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記 載 事 項 基本事項等 

○ 調査員の送迎を行うこと。（一関⇔東京又は一関⇔仙台空港。ただし、

仙台空港の場合は公用車を利用する） 

※ 県職員が同行する。 

○ 調査員と同じホテルに宿泊とすること。 

○ 通訳業務を外部委託する場合は、委託予定先を記載すること。 

 

(2)レセプショ

ン会場・内容 

○ 歓迎会及び送別会を開催する。 

○ 参加人数は、歓迎会及び送別会とも20名程度とする。 

○ 簡素な中にも平泉らしさに配慮した演出とすること。 

○ 調査員に対するお土産を準備すること。（４万円程度） 

 

(3) 宿泊施設 ○ 調査員が安心して宿泊できるよう、英語での接客ができることや施設

についても一定の基準を満たしていることが必要であることから、国際

観光ホテル整備法における登録ホテルとする。 

http://hotel.nihon-kankou.or.jp/hotel/touhoku/touhoku.html 

○ ホテルの所在地は、「平泉の文化遺産」を構成する各資産への移動時

間が、概ね30分以内の場所とすること。 

○ 客室はツインのシングルユース又は同等以上とすること。 

○ 朝食を手配すること。 

 

(4) その他特記

事項 

○ 調査員の国内移動費用は、東京駅から一ノ関駅までの新幹線（グリー

ン車）往復料金とすること。 

○ 会期中の昼食代（1,500円×５日）を計上すること。 

○ 会期中の夕食代（5,000円×２日）を計上すること。 

 

 

５ 自由提案  

上記以外で効果的な普及啓発事業を提案できる場合は、その内容を記載すること。 

 

６ 民間事業者等とのタイアップ  

限られた予算を有効に活用するため、下記の条件で民間とのタイアップ（民間との共同

スポンサーによる事業実施）を認めるものとする。 

(1) 対象となる事業 

シンポジウム、登録推進キャンペーン及び自由提案とする。 

(2) 民間スポンサーの考え方 

県が実施する事業の民間スポンサーは、県民の大多数から理解が得られる者であるこ

とが望ましいことから、下記の業種又は事業者についてはスポンサーから原則として除

外することとするが、個別の事項については県及び受託者間で協議するものとする。 

ア 各種法令に違反しているもの 

イ 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のある者 

ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第

２条に該当するもの 

エ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
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に定めるインターネット異性紹介事業に該当するもの 

オ 行政機関からの行政指導による改善がなされていないもの 

カ 県営建設工事に係る指名停止等措置基準（平成７年２月９日付け建振第２８１号制

定）に基づく指名停止を受けている者 

キ 違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けている者 

ク その他県有資産を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと認

められるもの。 

 

７ その他  

県において準備できるＰＲ用品は次のとおり 

名   称 規格等 数量 備  考 

「平泉の文化遺産」紹介パネル B2版 10枚 世界遺産の説明、各資

産の写真・説明など 
パ
ネ
ル 各史跡の写真パネル B1版 9枚 史跡の写真 

甦る都市平泉 DVD、15分 １枚 復元CG、平泉町制作 
Ｄ
Ｖ
Ｄ 

浪漫探訪平泉 DVD、39分 １枚 ナビゲーター： 

高田万由子 

 

 


